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※都市計画法、地区計画条例等によりさらに制限が付与される場合があります。詳しくは担当課までお問い合わせください。
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沖縄県建築基準法施行細則第22条に適合しているかを確認してください。
※「角地」とは便宜的な呼び名であり、実際の「角」であるかどうかは角地の判断に直接関係ありません。

沖縄県地図情報システム（用途地域）又は市町村の都市計画図でご確認ください。
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沖縄県地図情報システム（用途地域）又は市町村の都市計画図でご確認ください。
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